
 

働 き 方 改 革 宣 言 
 
 
働き方を改革するため、当社はこうします！ 
 

年次有給休暇の取得促進と育児支援を行います。 

 
 
上記の宣言を実行するため、以下の取り組みを実施します。 
 

 
 １ 全従業員が５０％以上の有給休暇取得を目指します。 

 
 ２ “育児支援休暇制度”を導入します。 
    小学生までの子供をもつ従業員には、育児支援とし

て子供１人につき１年度において５日の有給休暇を
与えます（２人以上の子供がいる場合には、１０日を
与えます）。 

  雇用形態や性別に関係なく、全従業員が対象です。 
  また、けがや病気にかかった子供の世話をする場合
の他、運動会や参観日等学校行事への参加等にも使え
ます。 
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